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会員企業の自社従業員への「消費生活教育」推進の研究会

I.は じめに

私たちは日々組織の中で働いているが、一歩外に出ると消費者の一人である。商品・サービス

を購入し利用するに際し、自ら必要な情報を収集し合理的に判断する力 (=消費者力)が不足し

ているとトラブルに遭 う恐れがある。そのため「消費者教育の推進に関する法律」 (以下「消費

者教育推進法」)は、事業者に対して、従業員に対する消費生活に関する教育活動を積極的に推

進することを求めている。

一方、組織で働く中では、「消費者志向経営」の推進に向け、従業員一人ひとりに消費者の視

点に立った業務遂行が求められている。当研究会では、従業員一人ひとりが十分な消費者力を持

つことと、消費者視点に立って業務を遂行することとは相乗的な効果があると考え、この 2つの

視点からの教育を「企業における消費者教育」と定める。

2つの視点のうち、取り組みが不十分であると思われる「従業員が消費者力を持つJために企

業が実施する「消費生活教育」について、当研究会は重点的に提言を行うこととする。

Ⅱ.企業における消費生活教育の必要性
1.法令における消費生活教育の位置づけ

消費者教育の基本理念は、2012年施行の「消費者教育推進法」に定められており、同法が事業

者に対して求める事項は第 14条に規定されている。そのうち「国・地方公共団体が実施する消

費者教育の推進への協力、自主的  【図 1】消費者教育推進法が求めているもの
な活動」、「消費者に有用な消費

生活に関する知識の提供」は、す

でに各企業で取り組まれているが、

同条 3項は次のように定めている。
「事業者は、その従業員に対し

研修を実施し、又は事業者団体等

が行 う講習会を受講させること等

を通じ、消費生活に関する知識及

び理解を深めるよう努めるものとする」 【図 1】

すでに述べた通り、企業や団体の所属員も一人の消費者である。商品やサービスを利用する際

に、自ら必要な情報を収集し合理的に判断し、消費者 トラブルに巻き込まれることのない自立し
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た消費者であることが重要である。さらに、消費者視点で業務に取り組むことができる、消費者

市民社会を構成する「賢い消費者Jである従業員の育成が、企業には求められている。
2 消費者被害の現状
消費者被害の現状について確認し  【図 2】消費者トラブルの経験

ておきたい。令和元年版 「消費者白

書」によると、2018年度において、

約 1割の人が何らかの消費者 トラブ

ルの経験があると回答しており、身

の回りで被害が発生していることが

読み取れる。 【図 2】

中でも「商品の機能やサービスの

質が期待よりも劣つていた」、「表

(201 1
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思つていたより 金ヽ額を請求された
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示や広告と実際の商品・サービスが  【図 3】消費者被害・トラブル額
違っていた」という占率が高い。

また、2018年度の 1年間における

被害額は約 5.4兆円に及び、それは

消費税の 2%引 き上げで見込まれる

税収をも上回る規模である。 【図 3】

SNSが何らかの形で関連している消費生活相談の年齢層別件数は、スマー トフォンの急速な
普及もあり、年々大幅に  【図 4】 SNS関連の消費生活相談件数(年齢別)
増加している。 【図 4】

20歳代が最多であるが、

30歳代以上でも増加して

おり、あらゆる年代層の

問題である。20歳未満は

現時点では多くはないが、

2022年の成年年齢引き下

げに関連して懸念される

ところでもある。
出典 (図 2、 3、 4)「令和元年版 消費者白書」(消費者庁)を加エ

3 消費者被害に伴う企業におけるリスク
消費者被害は、積極的に中告されない傾向があるため潜在化する可能性がある。自社の従業員

が消費者被害に巻き込まれた場合、本人や家族のみならず企業にまで大きく影響することも想定

される。当研究会が考えるリクスとして、以下の点を挙げたい。
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従業員の実情を把握するのは人事部門の分掌であるが、これらリスクの未然防止につながる消

費生活教育の実施は、人事部門や経営層にとつても、企業のガバナンスの観点からも極めて重要

といえる。従業員に対する消費生活教育が、自社で実施されているかどうかを確認いただく際に、

当研究会が考える視点として、以下の点を挙げる。

○従業員が消費者 トラブルに遭遇している実態は把握されているか

○従業員の消費生活教育の所管部門は規定されているか。 ttЬ Pヨ横断的な課題として捉え

られているか

O正規社員に限らず、パー ト等非正規雇用者も当該教育の対象として認識されているか

○新入社員の社会人としての教育が、初期教育のカジキュラムに落とし込まれているか

○成年年齢の引き下げによる影響として、自社にもかかわると考えられているか

○消費者行政が発信する消費生活情報や注意喚起情報は従業員教育に活用されているか

○従業員の自己啓発テーマに、「消費生活Jに関係する資格取得が掲げられているか

Ⅲ.会員企業の自社従業員への「消費生活教育」の現状
1.調査概要 (全体像 )
研究を進めるにあたり、当研究会は企業の現状を確認するため、2018年 11月 から 12月 にか

けて、ACAP会員企業を対象とする「企業における消費者教育に関する実態調査Jのアンケー ト
を実施し、以下の教育の実施状況について 190社から回答を得た。

① 消費者志向経営等に基づく従業員一人ひとりの、消費者・顧客の視点に立った行動を

根付かせる目的で実施している教育 (以下「消費者・顧客視点の従業員教育J)
② 従業員自身も一人の消費者として消費生活に関する知識を習得し、本人およびその

家族が消費者 トラブル等に巻き込まれないようにする目的で実施している教育

(以下 「消費生活教育」)

2,定量調査 (会員企業へのアンケー ト)結果と分析 【図 5】定量調査結
「消費者・顧客視点の従業員教育J

は61%(116社)んミ「実施している」
と回答しているが、「消費生活教育J

はわずか 15%(30社)のみ「実施し
ているJと いう回答であった。 【図 5】

働猛消森警こ醸審雑蕉め韓業員数宙】ゆH監掘み eζ嵐輩隻遷強育と機駁1盈み

空ど1,路社,琳 工芸施してしヽる.注露F:や _ 色寿穂こ
=と
Aヽ

11雌∫こ1第

芝奏漁とてい催い
う51士`離

■れと〔 1■ '
:́.イ I101,、

H6社が「実施しているJと 回答した「消費者・顧客視点の従業員教育Jについては、
○実際の苦情や 「感謝の声J、 「改善事例」、「成功事例Jの社内共有

○消費者・顧客志向の重要性の理解促進のための研修 。講演会

という内容が多数を占め、他には「消費生活ア ドバイザー等の資格取得」、「お客さま対応窓口

の体験J等の内容であった。
一方、30社が「実施しているJと 回答した「消費生活教育Jに関しては、
○社内イントラネット等を活用した消費者関連情報・消費者関連知識の啓発

○消費生活の知識付与を目的とした研修 。講演会 等の内容であった。
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3.定性調査 (会員企業へのヒアリング)結果と分析
次に、アンケー ト結果に関して深掘りするためのヒアリング調査を実施することとした。

「消費生活教育」を実施していると回答  【図 6】ヒアリング調査企業の選定
した企業の大半が「消費者・顧客視点の従

業員教育」も実施していると回答している

ことに着目し、「消費生活教育」を行って

いるという80社のうち 13社に対して、教

育の内容についてヒアリングを実施した。

【図 6】

(1)「消費者・顧客視点の従業員教育」の取り組みヒアリング結果
苦情や感謝等 「消費者の声」や「改善事例」「成功事例Jの社内共有を実施している企業が

大多数であった。自社の商品・サービスの改善や向上にもつながることから、営業部門や品質

保証部門、製品開発部門は当然のこと、会社全体で情報共有することは、経営 トップ層の理解

が得やすいこともあり、実施企業が多いものと考える。

コールセンターで受電した苦情等実際の「お客さまの声」 (録音等)を、他部門の従業員に

聴いてもらうことや直接の電話応対を体験してもらうことにより、生の声に触れる研修や講座

として実施している企業もある。

消費者・顧客志向の重要性の理解促進のための研修・講演会は、大規模なリコール等の製品

事故を契機に、事件を風化させない目的で、年 1回、日を設定して実施しているという事例が

複数あった。事故当時をふり返るため、いわゆる「語り部」の講義や他業界の消費者視点の取

り組みに関する講演等、具体的な実施内容は企業によつてさまざまであつた。

消費生活ア ドバイザー資格の取得推進については、通信講座受講料や受験料等の費用の補

助や独自の受験対策講座等を実施している企業があり、資格取得後も有資格者を自社の業務に

活かすための取り組みをしている企業も目についた。

以上のように、しつかりとした取り組みができている企業が多く、複数の取り組みを行って

いる企業も多数であつた。

(2)「消費生活教育」の取り組みヒアリング結果
社内イントラネットの活用による消費者関連知識のチェックテス トについては、業界関連の

法令やコンプライアンス知識を確認するための eラーニングが中心で、これらは法務やコンプ

ライアンス部門が主体となり展開している企業が多かった。また、イントラネットによる消費

者関連情報の提供に関しては、提供するべきトピックスの選定や資料作成に要する労力、イラ

ス ト等の使用に関する著作権の問題、発信する情報を従業員に閲覧してもらうための工夫等の

課題が多いという声が多数であった。

消費生活の知識付与を目的とする研修・講演会は、お客さま姑応の部門が主体となるのは、

実際には難しく、研修等は人事部門が所管であるという声があった。そのような中でも、研修

自体は人事部門が所管するものの、人事部門との良好な連携のもと、新入社員を対象とする研

修に関しては、お客さま姑応部門が講師を務めるほか、消費者関連団体の出前講座を活用する

など外部講師を効果的に活用しているという企業も少数ながら事例として見られた。
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以上のとおり「消費生活教育」は、「消費者 。顧客視点の従業員教育」に比して取り組みの

バリエーションは少なく、さまざまな課題を抱えているというのが印象であつた。また、これ

が実施されている企業でも、社内イントラネットを活用した消費者関連知識や情報の提供は、

自社業務に関連した法令やコンプライアンスのチェックテス ト等、限定された内容をもつて

実施されているのが実体であったc

消費生活の知識付与を目的とした研修 。講演会も、新入社員を対象とするなど層が限られて

おり、消費者教育推進法が求めている水準の「消費生活教育Jを展開している企業は少ない。

Ⅳ.自社従業員への「消費生活教育」推進にむけた提言

¬ 消費生活知識の習得と消費者視点の醸成を目的とした研修
自社で実践願いたい事項は、「消費生活知識の習得と消費者視点の醸成を目的とした研修」の

実施である。

ヒアリングした企業の中で、「消費生活教育Jの研修を実施している企業では、お客さま対応

部門が人事・教育部門に働きかけ、新入社員を対象とする研修に当該のカジキュラムを組み込ん

でいるという事例が多かった。このことから、取り組みが十分でない企業が、この研修を実施す

るには、ACAP会員が自社の経営層や人事・教育部門に対して「消費生活教育」の必要性を説明
し、理解と協力を得る必要があると考えた。その「必要性Jについては、「Ⅱ.企業における消

費生活教育の必要性」に記したとおりである。

とはいえ、どのように説明すればよいかが難しいところであり、当研究会は、これら研修の必

要性を簡潔に伝え、理解と協力を得るための「説明用資料」が必要と考えた。 【図 7】

そこで、実際に新入社員等を対象と

する研修を 2019年度に開始した企業の

例を参考に「説明用資料 (例 )」 を作成

したが、これはACAPホームページ

(会員専用ページ)にて会員を対象に

情報提供しているので、自社の状況に

沿うようにアレンジして活用願いたい。

【図 用 の活「

(1)「説明用資料」について

当該の説明用資料は、前述のとおり「会員専用ページJ

に掲載しているが、ここでは内容の要点のみ紹介させてい

ただく。

「資料②」として、これまでに述べた取り組みの重要性

を 1枚にまとめている。項目は「1.自 社従業員の『消費

者 トラブル』発生」の現状、「2.従業員対象の『消費者

教育』が必要Jであることの例示、そして「3.以下のよ

うな『従業業員教育』は実施済Jでは、すでに各企業で展開されている従業員教育を列挙し、
「これで十分なのか ?」 という問いかけによって課題提起をしている。

また「4.『消費者教育』実施の姑象 (優先順)」 では、段階的な拡大に向け、まず「新入社

員Jを対象としたスモールスタートを促すべく説明を展開している。 【図 8】
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【図 8】説明用資料②

説明用資料には、この取り組みの背景・必要性を訴えるページとし、2022年の改正民法施行

による成年年齢引き下げ、持続可能な開発目標である SDGs等の動きがある中で、「消費者志

向経営」や 「消費者市民社会」、「消費者教育推進法」等の社会的背景から、従業員自身がお

客さまのことを知ることが求められていることについても例示した。

さらに、これらの「消費生活教育Jに関しては、学生やシニア層には機会が与えられつつあ

るが、企業・団体の従業員等の壮年層がいわば「空白地帯」となつており、教育を受ける場が

少ないことを示している。また「このページの使い方」を付し、説明のポイントを解説してい

るが、これらは、ACAPホームページ (会員専用ページ)にて参照願いたい。

【図 9】説明用資料④

説明用資料は「資料

④」として、実施すべ

き研修の概要と講師選

定を具体的に提案する

ためのカリキュラム例

も示している。 【図 9】

研修前半は 「消費者・

顧客視点でのお客さま

対応の重要性Jを説明

し、 日頃、苦情や 「感
謝の声」に接する機会

を有するお客さま対応

部門の従業員が講師を

務めるが、社内の「消費生活ア ドバイ ―」有資格者がこれを担当いただくことで有資格者の

活用 (活躍)の場の提供、活性化にもつながると考えている。
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研修後半は、「消費者被害・ トラブルの現状と対策」を説明するよう構成 している。講師は

自社のお客さま対応部門の従業員または消費者相談に従事する消費生活センターの相談員や、

具体的には「公益社団法人全国消費生活相談員協会」 (以下「全相協」)等に講師を依頼する
ことにより、消費者意向が理解しやすい研修会としての運営が期待できよう。

(2)研修会の効果発揮について

繰 り返しとなるが、ACAP会員へのアンケー トでは「消費者・顧客視点の従業員教育」は
回答企業の 61%(116社 )が実施しており、研修・講演会も54社が実施していたが「消費生
活教育Jは、わずか 15%(30社 )で、研修 。講演会を実施している企業は 6社であった。
そこで当研究会としては、すでに実施している「消費者・顧客視点の従業員教育」の研修・

講演会の内容に、「消費生活教育」の内容を加味して一体運営することが、自社従業員への「消

費生活教育」の展開拡大への有効な方策であると提言することとした。すなわち、消費者視点

の大切さを訴える「消費者 。顧客視点の従業員教育Jと 、従業員自身も一人の消費者であるこ

とを自覚してもらう「消費生活教育」を融合することで、相乗効果が期待できると考えるから

である。

「全相協」が実施する出前講座 (研修)資料をみると、若者に多い消費者 トラブルとして SNS
を契機とするトラブル事例や、クレジットカー ド利用は「借金」であること、さらにトラブル

となった場合の相談窓口の紹介が記載されている。消費生活相談員による実際の相談事例を踏

まえた具体的な講義内容であり、企業が実施する研修の対象となる層にあわせて、これら消費

者関連団体に講師を依頼するのは効果的であると考える。

(3)アンケー トによる効果測定
研修会を実施した場合、その効果を定量的に沢1定することが重要である。その結果 (効果)

を関係部門で共有し、研修会を今後も継続するとともに、さらに社内の他部門等 (新入社員だ

けではなく)対象層を拡大することに注力すべきと考える。
そのためには、フィー ドバックとPDCAサイクルを回せるような質問項目を含んだアンケ
ー トが必要である。会員企業 A社からアンケー トを提供いただいた。質問内容詳細は ACAP
の会員企業には、別途ホームページ (会員専用ページ)にて情報を提供しているが、ここでは

アンケー トの集計結果の一部のみ紹介する。なお、A社は 2019年度に初めて研修会を開催し、
前半は従業員が講師を務め、後半は「全相協」に講師を依頼した。

【図 10】アンケート結果①
A社では新入社員 101名 を対
象に研修会を開催し、そのアン

ケー トの結果 (概要)は次のと

おりであった。

理解度は 95%で、 「これから

の社会人生活に役立ちそうか」

との問いには、実に 97%が 「非

常に思うJ、 「思う」と回答し

ている。 【図 10】

O消 費生活執百D路撥〔議 E師 :全相極ⅢIま理解でき吉したか守

装

'占

を々■

■

「
F:と 竿ヤr

崚Jと

a長構霞お
'多

く覺,逓推鵬した i襲織り大切き
B夕

"ジ
フトれ―ド ・Ⅲ…撃ンゲオ7線ご

aこれからい杜善人生活に投立ちそうですか?
い   ヽ

1■■題,1■ ,

重軍4い●

H瞬岳

B評ねた`諄評紬
!■よく
｀
fと性一 giま昂

=fきil

ヨ7犠が畠神世
11球 ,常 II睾 うI IPI隷 ,1

51



「これまでにご自身や周りで

『消費者問題や消費者被害』に遭

った方はいますか ?Jと いう問い

に対して 101名 中 13名が「いる」

と回答しており、前述の消費者被

害の現状に近い結果であり、身近

に消費者問題が発生していること

がうかがえる。 【図 11】

【図 11】アンケート結果②

【図 12】アンケート結果③
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A社では、研修会の結果を横に展開するべく、2020年度を本格実施の年と位置づけ、拡大展

開する予定とのことである。上で提示した社内への「説明用資料」に加え、これらアンケー ト

結果も、研修の効果に関する根拠として説日月時の資料に加えるようにしたいものである。

2.社内イントラネットを活用した従業員への情報提供
「消費生活教育」の研修は、対象とする層に効果的である一方、企従業員に共通して訴えるこ

とが難しい面もある。また研修は、実施に際し担当部門との連携や調整、講師手酉己や講義内容の

確認、会場確保等、相応の事前準備が必要となる。

これに比して、社内イントラネットを活用した消費生活情報の提供は、パー トや契約社員等多

様な雇用形態の従業員に対しても一斉かつタイムリーな情報提供が可能となる。事故や特殊詐欺

等の消費者 トラブル事例の発信だけでなく、エシカル消費や食品ロス削減など「賢い消費者Jを

育成する情報発信も柔軟に対応できる方策と考えられる①ただ、企業により社内イントラネット

の利用環境は異なっており、制約もあるため、どの情報を、どの部門が、どれくらいの頻度で発

信するか、情報収集や資料作成にかかる作業負担も考える必要がある。また、発信する情報を従

業員が能動的に閲覧する必要があるため、いかに興味・関心を持たせるかという工夫も必要とな

ろう。イントラネットによる情報提供を実施している企業の事例をもとに、そのイメージを以下

に提示するので、自社の現状を踏まえて採用の可否を検討願いたい。

(¬ )イ ントラネットの具体的イメージ

情報発信にあたつては、社内イントラネットで閲覧する従業員の目に止まる工夫をすること

が重要である。以下でいくつかの例を示したい。

① 海水浴シーズン直前、幼少の子どもがいる従業員に対してインパクトがあるよう見出し

に工夫した例。⇒ 「夏本番 !海水浴での子どもの事故J【図 13】

また「このような研修は、今後

も新入社員を対象に実施した方が

よいと思いますか?Jの問いには、
94%が実施を希望する回答であり、

自由記述では「社会に責任を負っ

ていることを自覚できたJ等のコ

メントが寄せられた。 【図 12】
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② 所定のコーナーを設けてシリーズで情報を発信することにより、生活関連情報が、適宜

アップされるということを従業員に認識してもらうことも重要である。 【図 14】

③ 情報発信の内容を検討し、お客さま関連部門が記事を作成するのは負担も伴うが、そう

いう場合は、国民生活センターや消費者庁等、行政の記事を活用することも検討願いた

い。例えば、①に関連し、「海水浴での子どもの事故Jという見出しに関心を持つ従業

員がこれをクリックすると「海水浴でのフロー ト使用中の事故に気を付けましょう」と

いう消費者庁の注意喚起情報が閲覧できるという方法を採る企業もあつた。 【図 15】

この方法であれば、記事を自社内で作成することなく、タイムリーに注意喚起情報を従

業員に届けることが可能となろう。

【図 13】イントラネットイメージ①       【図 15】イントラネットイメージ③
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(2)さ まざまな情報の活用

消費者庁のホームページは「注目情報・キーワー ド」が トップ画面に掲示されており、さま

ざまな分野の消費者関連情報が公開されているので、これを活用することでタイムリーな情報

提供が可能である。上述の「海水浴でのフロー ト使用中の事故Jも、ここに掲載されたもので

ある。実際の利用に際しては「利用規約Jを確認する必要があるが、これらの情報を有効に活

用することも視野に入れていただきたい。

事故や トラブル等消費者被害の情報以外にも、消費者庁ホームページには多くの情報が公開

されている。例えば、2019年 10月 に「食品ロスの削減の推進に関する法律Jが施行されたこ

と、10月 が「食品ロス削減月間Jであることも掲載されているが、これら日々の食に関わる身

近な課題を、きちんと従業員につなぐことは “賢い消費者"を育成することにもつながるもの

であり、これは我々お客さま対応部門の役割でもあると考える。

消費生活に関する研修実施後のアンケー トについてはすでに述べたが、イントラネットによ

る情報発信に関する従業員の評価も重要と考える。どのような情報に従業員が関心を持ってい

るか等、今後の取り組みの参考となり、PDCAを 回すことが可能になろう。
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V.おわりに
2020年度から5年間の消費者政策の計画的な推進を図るために策定された「第 4期消費者基

本計画Jには、事業者による従業員への消費者教育について、取組事例の収集・掲載や支援を行

う旨が記載されている。 【図 16】

【図 16】 消費者基本計画

消費者庁,「第4期消費者基本計画」 4(1)「消費者教育の推進」より抜粋

事業者・事業者団体による消費者教育についてイま、従業員への消費者教育や、
地域の消費生活センター、学校や大学等と連携して講座を受け持つといつた地域
における消費者教育の上l叉組がみられることから、消費者教育ポータルサイトにこう
した取組事例を積極釣に収集・掲載するとともに、こうした取線への支援を行う。

企業における従業員への消費生活教育は、法律で努力義務が明記されているものの、これを実

施 している企業は限られているのが実情であり、その必要性や企業がこれを実施しないことに

よるジスクが十分に理解されているとは言い難い。

しかしながら、本稿で述べたように、従業員の消費者 トラブルは、従業員本人ばかりでなく、

企業にとつても大きな影響を及ぼす恐れがあるため、この対策を講ずべき教育は積極的に推進し

ていくべき重要な課題である。「消費者志向経営Jや 「倫理的消費」等、「消費者」がキーワー

ドとなる社会的な背景もあり、「消費生活教育」は、消費者と企業の間に軸足を置くACAPの会

員の多くが所属するお客さま対応部門こそ主体となり推進していくことが期待される。

「消費生活教育」を充実させることは、従業員の消費者力を高め トラブルのリスクを回避する

とともに、消費者視点に立った業務の遂行を定着させ、企業内でのお客さま対応部門の存在意義

を高めることにもつながる。

当研究会は 2018年度に発足し、所定の活動期間である2年が経過し、本稿をもつて活動を終

了するが、今後は本提言を参考に会員企業各社が「実践Jの ステージヘと移行し、会員企業各社

における消費生活教育への取り組みが、力強く推進されていくことを期待する。

あらためて、アンケー ト回答やヒアリング調査等、研究会の活動への多大なご理解、ご協力を

いただいた会員企業・団体の皆様に御礼申し上げたい。

会員企業の自社従業員への「消費生活教育」推進の研究会

′卜林 治夫   (住友生命保険(相))リ ーダー
坂田 祥治   (明治安田生命保険(相 ))
佐藤 雄一虫Б (学校法人産業能率大学 総合研究所)
須之内 たか美 (住友生命保険 l本日))
田中 義雄   (パナソニックl抑アプライアンス社)
山下 健一郎  (l抑郵便局物販サービス)
畠中 道雄   (個人会員)調査担当リーダー
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